
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄し、事件を東京高等裁判所に差戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人大野泰重上告趣意第一点について。

　記録を精査するに、原審第二回公判調書の記載によれば、右公判において被告人

Ａの弁護人大野泰重が同被告人は本件犯行当時心神耗弱の状態にあつたものであり、

法律上刑の軽減あるべき旨主張したことが認められる。（記録二六七丁以下参照）。

然るに原判決は右刑の軽減原由たる事実上の主張に対し何等の判断をも示していな

いことは、論旨の指摘するとおりである。されば原判決は旧刑訴三六〇条二項に違

反し、既にこの点において全部破棄を免れ得ない。論旨は理由がある。

　よつて他の上告趣意に対する説明を省略し旧刑訴四四七条四四八条ノ二に従い主

文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員の一致した意見である。
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